
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈補聴器〉 

 身体障害者手帳（※）を持っていれば、

補聴器を購入する際、「障害者総合支援法」

の「補装具費支給制度」を利用することが

できます。支援法対応の補聴器であれば、

利用者の負担は１割です。（所得等により、

月額自己負担上限が設定されています。） 

 手順は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

支援法の制度を利用して購入した補聴器

については、修理も支援法の対象となりま

す。 

補聴器の購入費は、５年ごとに支給され

ます。１８歳以上は原則１台の支給となり

ます。計画的に購入するとよいでしょう。 

１８歳以上であっても、仕事上の事情等、

どうしても必要な理由があれば両耳支給さ

れる場合があります。 

 

聴力の状態等により、支援法対応でない

補聴器（高額な補聴器）の購入を希望する

場合、医師と市町村が特別に認めた場合に

限り、支給基準額以上の金額が支給される

ことがあります。 

群馬県と県内市町村では、身体障害者手

帳を持っていない子どもさんのために「難

聴児補聴器購入支援事業」を行っています。

詳しくは、Ｑ４をご覧ください。 

 

 

 

 

 

Ｑ１４ 

補聴器や人工内耳を購入する

際、どのような補助が受けられ

ますか？ 

①市役所、町村役場の障害福祉課に相談

する。 

②指定医に「意見書」を作成してもらう。 

③障害福祉課に「申請書」「意見書」を

提出する。 

④購入販売店を決める。 

⑤補聴器を選ぶ。 

〈指定医については、お住まいの福祉事務所で

ご確認ください。〉 

 



〈人工内耳〉 

人工内耳は、医療機器です。福祉の対象

ではありません。       

人工内耳の手術の際にかかる、手術費、

機器購入費は医療費となります。総費用は

およそ４００万円ほどですが、「健康保険」

「福祉医療費補助」「高額療養費制度」「自

立支援医療制度」などの医療費の補助によ

り、ほとんどの費用をカバーすることがで

きます。 

 

 

また、部品によっては破損した場合に健

康保険の給付対象となるものがあります。     

音声信号処理装置（スピーチプロセッサ

ー）も、メーカーが使用不能で、担当医に

よる装用が必要と認められた場合は、健康

保険の適応になることがあります。 

 

 

 

 

 

令和２年より、スピーチプロセッサの修

理費用が支援法の補助の対象となりまし

た。窓口は、市町村の障害福祉課です。 

 

令和６年に「人工内耳スピーチプロセッ

サのアップグレード指針」が出たので、基

準が認められれば、新しい機種への交換が

できる場合もあります。 

 

それぞれの生活状況等をふまえ、どのよ

うな選択が適しているか、担当医師等とよ

く相談するとよいでしょう。 

人工内耳は補聴器と違い、５年ごとの購

入費の支給はありません。買い換えは自己

負担となります。紛失や不注意による故障

等で買い換える場合も自己負担です。 

 

 

※参考  身体障害者手帳 

 

障害者 

程度等級 
判定基準 

２級 両耳の聴力レベルがそれぞれ 100dB以上 

３級 両耳の聴力レベルがそれぞれ 90dB以上 

４級 ①両耳の聴力レベルがそれぞれ 80dB以上 

②両耳による普通話声の語音明瞭度が50%以下 

６級 ①両耳の聴力レベルがそれぞれ 70dB以上 

②一側耳の聴力レベルが 90以上、他側耳の聴力

レベルが 50dB以上 

（人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］ＨＰより） 


